
 

 

青森公立大学事務局規程の一部を改正する規程の制定について 

 

１ 趣旨 

  今後の大学運営の円滑化・効率化を図るため、事務局内の組織を見直しするものであ

る。 

 

２ 改正内容 

（１）財務管理グループを総務企画グループに統合する。 

（２）財務委員会の事務の所管を財務管理グループから総務企画グループとする。 

 

３ 施行期間 

  平成３１年４月１日から施行する。 

 

 


